
制限付一般競争入札公告 

 

 社会福祉法人 啓真会の発注する 「ケアハウス シャルム出屋敷改修計画」の制限

付き一般競争入札を行いますので下記の通り公告いたします。 

 

令和 2 年 11 月 21 日 

社会福祉法人 啓真会 

理事長 山本 敏一 

 

上記の工事に関する制限付一般競争入札を実施する予定ですので、参加を希望する者 

は「制限付一般競争入札申込書」に必要書類を添付のうえ提出して下さい。 

なお、当該入札は、提出された書類にもとづき参加資格の審査を行い、資格要件を満 

たす者を入札に参加させるものです。 

また、制限付一般競争入札で落札した業者(落札業者)は、VE(バリューエンジニアリン

グ)、価格交渉等によりコストの調整を行います。したがって契約金額が変更される場合

があります。 

 

1 対象工事 

工事概要 

工 事 名  (仮称)シャルム出屋敷改修計画 

工事場所  大阪府堺市東区八下町1丁127番1 

工事概要  構造・規模：鉄筋コンクリート造5階、塔屋1階  

      工事内容 外壁改修、屋上防水改修等 

      工 期 令和 3 年 1 月 11日 ～ 令和 3 年 3 月 31 日まで 

 

2 公募条件 

次に掲げる全てに該当するものであること。 

(1) 建築一式工事について、建設業法第3条の規定による許可を有する者。 

(2) 経営事項審査結果通知書の総合評定値が直近の年度で600点以上であること。 

 

3 入札参加資格に関する事項 

以下の要件すべてに該当する者であること。 

(1) 地方自治法施行令第167 条の4 の規定に該当しないこと（同条第2 項各号のいずれ

かに該当すると認められてから3 年を経過した者を除く。）。 

(2) 堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱（平成11 年制定。以下｢入札

参加停止要綱｣という。）に基づく入札参加停止又は入札参加回避（改正前の堺市入

札参加有資格業者の指名停止等に関する要綱に基づく指名停止又は指名回避を含



む。）を、当該工事の入札参加申請の申請期間の末日（以下「申請締切日」とい

う。）から入札日までの間、受けていないこと。 

(3) 会社更生法（平成14 年法律第154 号）第17 条に規定する更生手続開始の申立（同

法附則第2 条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係る同法に

よる改正前の会社更生法（昭和27 年法律第172 号。以下「旧法」という。） 

第30 条に規定する更生手続開始の申立てを含む。）がなされている者（同法第199

条に規定する更生計画認可の決定（旧法第233 条に規定する更生計画認可の決定を

含む。）を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成11 年法律第225 号）第21 

条に規定する再生手続開始の申立てがなされている者（同法第174 条に規定する再

生計画認可の決定を受けている者を除く。）等経営状態が著しく不健全な者でない

こと。 

(4) 当該工事の申請締切日から入札日までの間に堺市暴力団等排除措置要綱（平成22 年

制定。以下｢暴力団等排除措置要綱｣という。）に基づく入札参加除外（改正前の堺

市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく入札参加除外を含む。以下同じ。）を受

けている者又は大阪府警察本部から堺市に対し、暴力団等排除措置要綱に基づく通

報等があった者でないこと。 

(5) 当該工事の設計業務受託者の発行済み株式総数の100 分の50 を超える株式を有 

している（有されている）者又はその出資の総額の100 分の50 を超える出資をし 

ている（出資を受けている）者でないこと。ただし、これに該当しない場合であっ 

ても、他の株主又は出資者より抜きん出ている者でないこと。 

(6) 代表権を有する役員が、当該工事の設計業務受託者の代表権を有する役員を兼ね 

ていないこと。 

(7) 当該工事に必要な建設業法（昭和24 年法律第100 号）別表第1 の上欄に掲げる 

建設工事の種類（以下「必要許可業種」という。）について、建設業法第3 条に 

規定する一般建設業の許可（以下「一般建設業許可」という。）、特定建設業許 

可と規定されるものにあっては同条に規定する特定建設業の許可（以下「特定建 

設業許可」という。）を有していること。 

(8) 建設工事にあっては、建設業法第27 条の23 に規定する経営事項審査を受け、建 

設業許可行政庁から通知される経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書につ 

いて、次の要件（以下「経審要件」という。）をすべて満たしていること。 

ア 必要許可業種に係る建設業法第27 条の29 に規定する総合評定値（Ｐ）の通知

（以下「経審」という。）を受けていること。 

イ 入札日において有効な経審を受けていること。 

ウ 契約締結時においても有効な経審を受けていること。 

エ 個別事項に総合評定値（Ｐ）の点数による要件を設定している場合は、申請締

切日において、その要件を満たす有効な経審を有していること。なお、当該経 

審は、申請締切日以前に通知されたものでなければならない。 

(9) 現場代理人及び技術者（以下「技術者等」という。）を適正に配置できること。 



(10)ＪＶは不可とする。 

 

4 入 札 場 所  大阪府堺市東区八下町1丁127番1 

ケアハウス シャルム出屋敷 

 

5 入 札 日 時  令和 2 年 12 月 15 日(火） 午前 10 時 ～ 

 

6 予定価格、最低制限価格の公表について 

事後公表とする。 

 

7 入札に参加できない者 

（1）入札参加資格を満たさない者 

（2）資格認定の通知を受けた後、入札執行日までの間に入札参加資格を満たさなくな 

った者 

 

8 入札保証金に関する事項 

入札保証金は、免除する。 

ただし、落札業者が正当な理由なく期限までに契約を締結しないときは、落札金額(入 

札書に記載された金額に当該金額の100 分の5 に相当する額を加算した金額（当該金

額に1 円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てた金額））の100 分の3 に

相当する額の違約金を徴収するものとする。 

 

9 契約に関する事項 

支払条件 

中間時(出来高50％以上)          工事請負金額の40％(現金) 

竣工時                   工事請負金額の60％(現金) 

※ 一括下請負は一切認めない。 

 

10 入札参加資格審査申請書 

（1）申請書の配布場所及び提出先 

大阪府堺市東区八下町1丁127番1  

ケアハウス シャルム出屋敷 

（2）用紙の配布期間 令和 2 年 11 月 21 日 (土) ～ 令和 2 年 11 月 28日(土) 

（ただし、日曜、祝日を除く。）午前 10時～午後 16 時 

（3）受付期間 同 上 

(4) 提出期間 令和 2 年 11 月 23 日 (月) ～ 令和 2 年 12 月 3 日(木) 

(5) 申請書類は、指定様式を使用し、提出場所に持参して提出してください。 

申請書類の作成費用は、申請者の負担とし、提出された書類は返却しません。 



(6) 入札参加資格の確認の結果は、随時、郵送等で通知します。 

(7) 予定している業者数に達した場合、工事実績等書類審査にて入札に参加できない場

合があります。 

 

11 設計図書等の交付 

入札参加資格があると認められた者は、設計図書等の交付を受けてください。 

交付日は令和 2 年 11 月 27 日(金)～、方法は下記会社にて受渡しとします。 

但し、図面代等は、入札参加資格者の実費負担（代引き）とします。 

  

大阪市中央区平野町1丁目8-13 平野町八千代ビル7F 

株式会社フィール・コンストラクションマネジメント 担当 松浦 重信 

TEL 06-6231-6577 

 

12 設計図書に関する質問 

設計図書等に関する質問がある場合は、指定書式にて指定メールアドレスへ送信して

ください。 

提出期間、質問送信先、回答日は、別紙見積要綱書を確認下さい。 

 

13 入札方法等 

(1)郵便又は電送による入札は認めません。 

(2)入札書に記載する金額は、消費税を除いた金額を記入してください。 

(3)入札に当たっては、「制限付一般競争入札資格審査結果通知書兼入札参加資格 

者証」及び代理人の場合は委任状を提出してください。 

(4)入札事務に使用する代表者印は、法務局（市町村）登録の印鑑を使用して下さ 

い。 

 

14 工事費内訳明細書の提出 

(1)入札に際し入札書に記載される入札金額に応対した工事費内訳明細書を1部提 

出してください。 

(2)工事費内訳明細書を提出しない者は、入札に参加することができません。 

 

15 入札の無効 

次に掲げるいずれかに該当する入札は無効とします。 

(1)入札参加資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札、並びに入札に関 

する条件に違反した入札。なお、入札参加資格がある旨確認された者であっても、 

確認の後、入札時点において入札参加資格のない者のした入札は無効とします。 

(2)入札書に記名押印がないとき。 

(3)入札書が所定の日時を過ぎてから提出されたとき。 



(4)入札書に記入すべき事項の記入を欠き、又は入札書に記入した文字が判読できな 

いとき。 

(5)入札金額を改ざんし、又は訂正したとき。 

(6)２通以上の入札書を投函したとき。 

(7)代理人による入札の場合において、委任状を提出しないとき。 

(8)入札者もしくはその代理人が他の入札者の代理人となり、又は数人が共同して 

入札したとき 

(9)入札に関し不正な行為を行ったとき又は不正な行為が行われた恐れが非常に 

強いと認められるとき。 

(10)最低制限価格を下回る金額で入札したとき。 

(11)無効の入札をした者は、再度の入札に参加できません。 

 

16 落札者の決定方法 

(1)当法人にて予定価格と最低制限価格を設定し、その範囲内で最低の価格で入札し 

た者を落札者とします。但し、落札者となりうる者が２社以上の場合は、くじ引 

きで落札者を決定します。 

(2)予定価格に達しない場合は２回を限度として再度の入札を行います。 

(3)上記(2)によっても落札者がいない場合は、①及び②の場合に限り、下記の条件を遵

守したうえで、交渉による随意契約を行うものとする。  

① 最低価格で入札した者に契約締結の意思がある場合（最低価格で入札した者に

契約締結の意思がない場合は順次、次に低い価格で入札した者を対象とする。） 

② 再度入札において、入札に応じるものが１者のみとなった場合。 

 条件1．随意契約であっても契約額は予定価格の範囲内であること。 

 条件2．交渉の過程で予定価格を明らかにすることは認められないこと。  

条件3．入札に当たっての条件等を変えることは認められないこと。  

 

17.その他 

(1)今回の工事において、一括下請負・一括委任は禁止します。 

(2)工事契約に関する細目は、民間（旧四会）連合協定工事請負契約約款に準拠しま 

す（契約書の作成に係る費用・印紙代は正・副共請負者の負担とします。）。 

 

18 問い合わせ先 

大阪府堺市東区八下町1丁127番1  

ケアハウス シャルム出屋敷 

TEL（072）250－2615 


